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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコーンゴムシートと、
　前記シリコーンゴムシートの前面に印刷された複数の印刷マーク部を備え、
　前記シリコーンゴムシートの可視光透過率が８０％以上９９％以下であり、
　前記シリコーンゴムシートは、その端面に前記シリコーンゴムシートの内部へ光を入射
させうる光入射部を有し、
　前記光入射部から前記シリコーンゴムシートの内部に入射された光を、前記印刷マーク
部で乱反射させ、前記印刷マーク部を透過させて前記印刷マーク部から外に導出させ得る
導光シートであって、
　前記シリコーンゴムシートは加熱硬化型液状ゴムを加熱硬化させたものであり、
　前記印刷マーク部は、母材と前記母材中に分散された光乱反射粒子とを含み、前記母材
は加熱硬化型液状シリコーンゴムを加熱硬化させたものであることを特徴とする導光シー
ト。
【請求項２】
　前記シリコーンゴムシートの可視光透過率が９０％以上である請求項１に記載の導光シ
ート。
【請求項３】
　前記シリコーンゴムシートの平均厚さが、０．１０～１．００ｍｍである請求項１に記
載の導光シート。
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【請求項４】
　前記シリコーンゴムシートは、付加反応系架橋により加熱硬化されている請求項１に記
載の導光シート。
【請求項５】
　前記シリコーンゴムシートの架橋後の物理特性は、硬度（ＪＩＳ－Ｋ６２５３準拠　Ａ
型硬度）が５０～９５度、引張強さ（ＪＩＳ－Ｋ６２５１）が２ＭＰａ以上、伸び（ＪＩ
Ｓ－Ｋ６２５１）が２０％以上である請求項１に記載の導光シート。
【請求項６】
　各印刷マーク部は、複数のドット形状マークからなる請求項１に記載の導光シート。
【請求項７】
　各印刷マーク部と前記シリコーンゴムシートとの接触面積を遮蔽面積とすると、
　前記複数の印刷マーク部は、前記光入射部からの距離が遠い印刷マーク部ほど、前記遮
蔽面積が大きい請求項１に記載の導光シート。
【請求項８】
　前記複数の印刷マーク部は、前記光入射部からの距離が遠い印刷マーク部ほど厚い請求
項１に記載の導光シート。
【請求項９】
　前記複数の印刷マーク部は、前記光入射部からの距離が遠い印刷マークほど印刷マーク
に含まれる光乱反射粒子の濃度が高い請求項１に記載の導光シート。
【請求項１０】
　前記光入射部から前記シリコーンゴムシートの内部に入射する入射光が発光ダイオード
（ＬＥＤ）からの光である請求項１に記載の導光シート。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の導光シートと、
　前記光入射部に隣接して配置された光源と、
　前記導光シートの前記シリコーンゴムシートの前面側に配置されたキースイッチと、
　前記導光シートの前記キースイッチ側の反対側に配置された配線基板と、
　前記導光シートと前記配線基板の間に配置されたメタルドームとを含む電子機器。
【請求項１２】
　前記光源が、発光ダイオード（ＬＥＤ）である請求項１１に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、電卓等の操作キー又は操作パネ
ルの照明に有用な導光シート及びこれを使用した電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、電卓等の携帯電子機器には、夜間や暗い場所での
使用を可能とするために、操作キー又は操作パネルの照明が必要である。一方、これらの
携帯電子機器は、電池の消耗を防ぐため、操作キーの照明用電力も少ないほど好ましい。
このため、発光ダイオード（ＬＥＤ）を照明源として使用することが提案されている（特
許文献１～２）。これらの文献には、一つのスイッチに対して一つのＬＥＤが配置された
構造を有する装置が開示されている。
【０００３】
　しかし、上記装置には、数多くのＬＥＤが必要であるため電力消費が大きいという問題
があった。さらに、各スイッチの下側にＬＥＤが配置されているので、装置の厚さが大き
くなり、装置の小型化が困難であるという問題もがあった。
【特許文献１】実開平７－１０７０１号公報
【特許文献２】実開平６－３６１６２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記問題を解決するため、電子機器中のＬＥＤの数を少なくでき、電子機器
の小型化も可能な、導光シート及びこれを使用した電子機器を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の導光シートは、シリコーンゴムシートと、前記シリコーンゴムシートの前面に
印刷された複数の印刷マーク部を備え、前記シリコーンゴムシートの可視光透過率が８０
％以上９９％以下であり、前記シリコーンゴムシートは、その端面に前記シリコーンゴム
シートの内部へ光を入射させうる光入射部を有し、前記光入射部から前記シリコーンゴム
シートの内部に入射された光を、前記印刷マーク部で乱反射させ、前記印刷マーク部を透
過させて前記印刷マーク部から外に導出させ得る導光シートであって、前記シリコーンゴ
ムシートは加熱硬化型液状ゴムを加熱硬化させたものであり、前記印刷マーク部は、母材
と前記母材中に分散された光乱反射粒子とを含み、前記母材は加熱硬化型液状シリコーン
ゴムを加熱硬化させたものであることを特徴とする。
【０００６】
　本発明の電子機器は、本発明の導光シートと、前記光入射部に隣接して配置された光源
と、前記導光シートの前記シリコーンゴムシートの前面側に配置されたキースイッチと、
前記導光シートの前記キースイッチ側の反対側に配置された配線基板と、前記導光シート
と前記配線基板の間に配置されたメタルドームとを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、本発明の導光シートの一例の平面図である。
【図２】図２は、図１のＩ－Ｉ線断面図である。
【図３】図３は、本発明の導光シートの一例を使用した携帯電話の一例の断面図である。
【図４】図４は、実施例および比較例の導光シートの輝度測定の条件を説明する説明図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明においては、可視光透過率が８０％以上９９％以下のシリコーンゴムシートを使
用する。シリコーンゴムシートを構成するシリコーンゴムは、例えば、加熱硬化型ミラブ
ルゴム、加熱硬化型液状ゴム、シリコーンゲルなどが挙げられるが、なかでも、加熱硬化
型液状ゴムが好ましい。シリコーンゴムシートを構成するシリコーンゴムの架橋機構とし
ては、有機過酸化物系架橋、付加反応系架橋などが挙げられるが、付加反応系架橋が好ま
しい。シリコーンゴムの架橋後の物理特性については、硬度（ＪＩＳ－Ｋ６２５３準拠　
Ａ型硬度）が５０～９５度、引張強さ（ＪＩＳ－Ｋ６２５１）が２ＭＰａ以上、伸び（Ｊ
ＩＳ－Ｋ６２５１）が２０％以上であると好ましい。
【０００９】
　可視光の透過率が８０％以上９９％以下のシリコーンゴムシートの形成には、例えば、
フィラーなどを含まない透明ゴム材料を使用する。ただし、透明ゴム材料には、本発明の
目的が損なわれない限りにおいて、耐熱剤、難燃剤、抗菌剤、防カビ剤等の添加剤が添加
されていてもよい。下記にシリコーンゴムシートの形成方法の一例を説明する。
【００１０】
　まず、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム等の樹脂フィルム上に
、シリコーンゴム原料と架橋剤とを均一に混合して得た液をキャストして膜を形成する。
次に、上記膜上にＰＥＴフィルムをのせる。次いで、２枚のＰＥＴフィルムに挟まれた上
記膜を、例えば１２０℃の雰囲気下で２０分間加熱して、シリコーンゴム原料を架橋させ
、上記膜をシリコーンゴムシートとする。シリコーンゴムシートの平均厚さは、可視光線
透過率が８０％以上９９％以下であれば特に制限はなく、用途に応じて適宜選択されれば
よいが、０．１０～１．００ｍｍであると好ましく、０．２０～０．８０ｍｍであるとよ
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り好ましい。シリコーンゴムシートは、用途に応じて所定の形状に裁断等される。
【００１１】
　以下に、図面を用いて本発明の一例を説明する。図１は本発明の導光シートの一例の平
面図である。導光シート１０を構成するシリコーンゴムシート１の一つの端面は、シリコ
ーンゴムシートの中央部に向かって窪んだ部分を、光入射部２ａ，２ｂとして有している
。導光シート１０を用いた電子機器では、この光入射部２ａ，２ｂに隣接してＬＥＤ等の
発光源が配置される。光入射部２ａ，２ｂは、裁断等の方法によって容易に形成できる。
【００１２】
　シリコーンゴムシート１の前面(一方の主面)には、所望の形状の印刷マーク部３ａ～３
ｉが複数個印刷されている。各印刷マーク部は、光入射部２ａ，２ｂからシリコーンゴム
シート１内に入射された光をシリコーンゴムシート外に導出させることができ、かつ、印
刷マーク部内に入射した光をその外、すなわち、導光シート外に導出させることを可能と
する。より具体的には、各印刷マーク部は、母材とこの母材中に分散された光乱反射粒子
とを含む。母材には、シリコーンゴムシート１を構成するシリコーンゴムと屈折率値が近
い材料が主成分として含まれ、特に、シリコーンゴムが主成分として含まれていると好ま
しい。印刷方法について特に制限はないが、プリント印刷が好ましい。
【００１３】
　印刷マーク部を形成するための好適な印刷用インクとしては、例えば、上記光乱反射粒
子を含むシリコーン系インク等が挙げられる。シリコーン系インクは、例えば、上記光乱
反射粒子と、加熱硬化型液状ゴム等のシリコーンゴムとを含む。シリコーン系インクは、
本発明の目的が損なわれない限りにおいて、耐熱剤、難燃剤、抗菌剤、防カビ剤等の添加
剤をさらに含んでいてもよい。印刷用インクは、例えば硬化剤と混合されてから使用され
る。光乱反射粒子としては、シリコーンゴムシートを透過して印刷マーク部３ａ～３ｉ内
に進入してきた光を乱反射させることができる粒子であれば特に制限はないが、例えば、
酸化チタン、炭酸カルシウム、硫酸バリウム等が挙げられる。印刷インクおよび印刷マー
ク部３ａ～３ｉには、これらの光乱反射粒子が１種のみ含まれていてもよいが、２種以上
含まれていてもよい。乱反射粒子の平均粒子径は、シリコーンゴムシートを透過して印刷
マーク部３ａ～３ｉ内に進入してきた光を乱反射させることができれば特に制限はないが
、例えば２０μｍ以下が適当であり、良好な印刷が行えるという理由から１μｍ～１０μ
ｍであると好ましい。光乱反射粒子のシリコーンゴムに対する添加量は、その種類および
平均粒子径により異なるが、光乱反射効果が得られかつ印刷マーク部のゴム弾性が損なわ
れない範囲で適宜決定すればよい。
【００１４】
　導光シート１０の光放射面から放射される光の輝度の均一性を高めるために、複数の印
刷マーク部は、下記（ａ）～（ｃ）のうちの少なくとも１つが満たされるように形成され
ていると好ましい。
（ａ）複数の印刷マーク部について、光入射部からの距離が遠い印刷マーク部ほど、遮蔽
面積が大きい。ここで、遮蔽面積とは、各印刷マーク部とシリコーンゴムシートとの接触
面積をいう。
（ｂ）複数の印刷マーク部について、光入射部からの距離が遠い印刷マーク部ほど厚みが
厚い。
（ｃ）複数の印刷マーク部について、光入射部からの距離が遠い印刷マーク部ほど印刷マ
ークに含まれる光乱反射粒子の濃度が高い。
【００１５】
　各印刷マーク部は、単一のマークから構成されていてもよいが、例えば、複数のドット
形状マークから構成されていてもよい。各印刷マーク部が、複数のドット形状マークから
構成されていると、例えば、１つの印刷マーク部について、光入射部からの距離が近い箇
所のドット形状マークの面積よりも、光入射部からの距離が遠い箇所のドット形状マーク
の面積を大きくする等できる。この場合、導光シートの光放射面から放射される光の輝度
の均一性を高めるための制御が行いやすくなり、好ましい。
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【００１６】
　図２は図１のＩ－Ｉ線断面図である。ＬＥＤ４から発光された光は、光入射部２ａから
シリコーンゴムシート１内に入射し、印刷マーク部３ａ～３ｄで乱反射し、印刷マーク部
３ａ～３ｄを透過するので、印刷マーク部３ａ～３ｄから、例えば、矢印５ａ～５ｄで示
される光を取り出せる。シリコーンゴムシート１の裏面（背面）には反射フィルム６を接
して配置しておくと好ましい。この場合、シリコーンゴムシート１の裏面（背面）は高反
射面となり、光入射部２ａから入射した光の減衰を抑制できるので、シリコーンゴムシー
ト１の前面側に効率よく光を取り出すことができる。反射フィルム６としては、例えば、
アルミ蒸着フィルム等が使用できる。
【００１７】
　印刷マーク部３ａ～３ｄの上方に、例えば携帯電話の操作パネル等を配置すれば、操作
パネルの押しボタンを明るく照らすことができる。図１に示した例では、一枚の操作パネ
ルに対して、２つのＬＥＤを使用するだけで全ての押しボタンを明るく照らすことができ
、電力消耗を低く押さえることもできる。
【００１８】
　図３は本発明の導光シートを使用した携帯電話の一例の断面図である。発光ダイオード
（ＬＥＤ）４に隣接して導光シートのシリコーンゴムシート１が配置されている。ＬＥＤ
４の光はシリコーンゴムシート１に入射され、シリコーンゴムシート１内に入射された光
は、印刷マーク部３ａ～３ｄで乱反射し、印刷マーク部３ａ～３ｄを透過して、印刷マー
ク部３ａ～３ｄから導光シート外に取り出される。取り出された光は、キースイッチ１４
の裏面に向かって照射され、キースイッチ１４に付されている数値や記号を明るく照らす
。
【００１９】
　図３において、シリコーンゴムシート１の背面には反射フィルム層６が接して配置され
ている。反射フィルム層６のシリコーンゴムシート１側の反対側には、粘着剤層７、メタ
ルドーム８、およびプリント配線基板１３がこの順に配置されている。プリント配線基板
１３は、例えば、基板１２と基板１２上に形成された配線層９，１１とからなる。キース
イッチ１４を押圧すると、この力が導光シートを介してメタルドーム８に伝達され、メタ
ルドーム８が押しつぶされてメタルドーム８を形成する金属層がプリント配線基板１３の
配線層９に接触し、これにより、電子機器に入力信号が与えられる。
【００２０】
　以上のとおり、本発明の導光シートでは、可視光の透過率が高いシリコーンゴムシート
を使用しており、このシリコーンゴムシートの端面からその内部へ光を入射させることが
可能である。シリコーンゴムシートの前面に印刷された複数の印刷マーク部は上記光を乱
反射させることができ、各印刷マーク部から光を取り出すことができる。そのため、本発
明の導光シートを含む電子機器では、ＬＥＤの数を少なくでき、導光シートの光放射面か
ら放射される光の輝度の均一性を高めることができる。また、電子機器の発光部の厚さを
薄くできる。その結果、携帯電話などの電子機器の小型化も可能となる。
【実施例】
【００２１】
　以下実施例を用いてさらに具体的に説明する。
【００２２】
　（実施例１）
　（１）シリコーンゴムシートの作成
　液状シリコーンゴム（信越化学工業株式会社製、商品名"ＫＥ１９３５Ａ"及び"ＫＥ１
９３５Ｂ"：２液混合タイプ）の２液を重量部比１：１で混合攪拌し、その後、混合物を
真空脱泡機により充分に真空脱泡した。得られた混合物を、フィルムセパレータ"Ｎｏ．
０４２"（寺岡製作所製、製品名シリコーン系粘着剤用セパレーター、基材：ポリエステ
ルフィルム＃５０）の上に、混合物内に気泡が入らない様にキャストした。その上に別の
フィルムセパレータ"Ｎｏ．０４２"を乗せた後、２枚のフィルムセパレータに挟まれた混
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合物を等速ロールで所定の厚みに圧延した。次に、圧延された未硬化シートを１２０℃の
熱風循環式オーブン内で２０分間加熱硬化させた後、硬化されたシートから上下のフィル
ムセパレータを剥がして、平均厚さ０．３０ｍｍの硬化されたシリコーンゴムシートを得
た。
【００２３】
　得られたシリコーンゴムシートの特性は、可視光線透過率９０％（波長域３８０ｎｍ～
７８０ｎｍのいずれの波長の光についても透過率は９０％）、硬度（ＪＩＳ－Ｋ６２５３
準拠、Ａ型硬度計）５５度、引張強さ（ＪＩＳ－Ｋ６２５１準拠）６ＭＰａ、伸び（ＪＩ
Ｓ－Ｋ６２５１準拠）３５０％であった。
【００２４】
　（２）シリコーンゴムシートの印刷
　シリコーン印刷用インク（東レダウコーニング株式会社製、製品名"ＰＲＫ－３　ＷＨ
ＩＴＥ"）１００重量部に硬化剤（東レダウコーニング株式会社製、製品名、"ＰＲＫ－３
 ＷＨＩＴＥ用ＣＡＴ -Ａ"）１０重量部を均一に攪拌混合した。その後、得られた混合物
を真空脱泡機により充分に真空脱泡した。次いで、この混合物を用いて、シリコーンゴム
シートの所定の位置に、スクリーン印刷を施した。印刷厚さ（乾燥厚み）は、２０μｍ±
５μｍとなるようにした。次いで、印刷されたインクを、１５０℃の熱風循環式オーブン
内で３０分間加熱硬化した。なお、スクリーン印刷には、アルミニウム枠に乳化剤が塗布
されたポリエステルスクリーン（２５０メッシュ）を貼り付け、複数の箇所についてそれ
ぞれ乳化剤をドット状に剥がすことにより、複数の開口を形成して得たスクリーンを用い
た。上記スクリーンが有するドット形状の開口は、シリコーンゴムシートの光入射部に近
いほど小さく、遠くなるに従い大きくした。
【００２５】
　図４に示すように、ＬＥＤ間距離Ｌ1は２０ｍｍとした。以上のようにして得られた導
光シートの各寸法は、Ｌ2：１０ｍｍ，Ｌ3：５ｍｍ，Ｌ4：５ｍｍ，Ｌ5：５ｍｍ，Ｌ6：
１０ｍｍ，Ｌ7：５０ｍｍ，Ｌ8：５０ｍｍとした。また、印刷マーク部ａ1～ｃ4の印刷状
態を表１に示す。表１の数値は、図４における印刷マーク部ａ1～ｃ4の単位面積（１ｃｍ
2）当たりの点状印刷による遮蔽面積率を示している。
【００２６】
【表１】

【００２７】
　２つのＬＥＤ（日亜化学工業株式会社製、商品名NSSW020A型白色LED）から導光シート
内に光を照射し、輝度計（コニカミノルタ社製、商品名"ＣＡ－２０００"）で輝度を測定
したところ、印刷マーク部ａ1～ｃ4の上面では３８～４７ｃｄ／ｍ2であった。なお、輝
度の測定は、輝度計の受光面を透明シートの印刷マーク部が印刷された面に対向させ、輝
度計により印刷マーク部ａ1～ｃ4の上方を順次スキャンして、導光シートの光放射面から
放射される光の輝度を測定した。輝度計の受光面と透明シートとの距離は２５０ｍｍとし
た（実施例２～３、比較例１についても同様）。
【００２８】
　次に、図３に示すように、得られた導光シートを携帯電話の内部に組み込んだ。その結
果、２つのＬＥＤを使用するだけで全押しボタンを明るくすることができ、電力消耗も低
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【００２９】
　なお、シリコーンゴムシート１の平均厚さは０．３０ｍｍ、印刷マーク部ａ1～ｃ4の厚
さ（乾燥後）は１７～２５μｍ、反射フィルム層６の厚さは１００μｍ、粘着剤層７の厚
さは３０～４０μｍとした。（図３参照）なお、シリコーンゴムシート１の平均厚さは、
ＪＩＳ　Ｂ　７５０２に規定されマイクロメーターを用いて５点測定し、それらを平均し
て得た値である。
【００３０】
　（実施例２）
　シリコーンゴムシート１の平均厚さを０．１５ｍｍとしたこと以外は実施例１と同様に
して導光シートを得た。
【００３１】
　実施例１と同様に輝度を測定したところ３２～４５ｃｄ／ｍ2であった。
【００３２】
　（実施例３）
　シリコーンゴムシート（平均厚さ０．３０ｍｍ）の可視光線透過率を８０％としたこと
以外は実施例１と同様にして導光シートを得た。
【００３３】
　実施例１と同様に輝度を測定したところ２５～４５ｃｄ／ｍ2であった。
【００３４】
　（比較例１）
　シリコーンゴムシート（平均厚さ０．３０ｍｍ）の可視光線透過率を７８％としたこと
以外は実施例１と同様にして導光シートを得た。
【００３５】
　実施例１と同様に輝度を測定したところ８～４０ｃｄ／ｍ2であった。
【００３６】
　以上の結果を表２にまとめる。
【００３７】

【表２】

【００３８】
　以上の実験結果から、シリコーンゴムシートの可視光透過率が８０％以上であると、導
光シートの光放射面から放射される光の輝度の均一性が顕著に向上することが確認できた
。さらに、シリコーンゴムシートの可視光透過率が９０％以上であると、導光シートの光
放射面から放射される光の輝度の均一性がより一層向上することが確認できた。
【産業上の利用の可能性】
【００３９】
　本発明によれば、電子機器中のＬＥＤの数を少なくでき、電子機器の小型化も可能な、
導光シート、及びこれを使用した電子機器を提供できる。
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